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（１） 地区計画

地区レベルの市街地の形成は、主として住民等の開発行為や建築行為等により行われていきます

が、バラ建ち的な建築や宅地周りの狭い道路、公園の未整備など、いわゆるミニ開発の進行等によ

り種々の問題が生じています。

地区計画は、このような問題に対して、住民の生活に結びついた地区を単位として、道路・公園

等の配置や建築物に関する制限など、地区の特性に応じたきめ細かなまちづくりの計画です。

この地区計画制度は、開発行為・建築行為等について、市町村長がその行為の届け出に対して必

要に応じて勧告することができます。
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地区の特性に応じた規制や誘導を行うことが出来るように、以下の種類が用意されています。

地 区 計 画 ： 建築物の用途や形態、道路、公園などをきめ細かく定め、良好なまちづ

くりを進めます。

防災街区整備地区計画 ： 密集市街地の土地の区域内で、当該区域における防災機能の確保と土地

の合理的かつ健全な利用を図ります。

歴史的風致維持向上地区計画 ： 歴史的な建造物を利活用し、その保全を促し、歴史的風致の維持

及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図ります。

沿 道 地 区 計 画 ： 道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、騒音による障害の防止

と合理的な土地利用の促進を図ります。

集 落 地 区 計 画 ： 市街化調整区域内などで、営農条件と都市環境との調和のとれた地域の

整備を計画的に推進します。

◆ 地区計画の構成

地 区
整 備 計 画

地区計画
の 方 針

地区計画

まちづくりの全体構想を定めるものであり、地区計
画の目標や地区の整備、開発及び保全の方針を定め
ます。

まちづくりの具体的内容を定めるものであり、「地区
計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または
一部に、道路、公園、広場などの配置や建築物など
に関する制限などを詳しく定めます。

地区施設とは、地区の道路、公園、緑地、広場な
どをいいます。

①地区施設の配置及び規模

１ ） 建築物等の用途の制限
２ ） 容積率の最高限度又は最低限度
３ ） 建ペイ率の最高限度
４ ） 建築物の敷地面積の最低限度
５ ） 建築面積の最低限度
６ ） 壁面の位置の制限
７ ） 工作物の設置の制限
８ ） 建築物等の高さの最高限度又は最低限度
９ ） 建築物等の形態又は意匠の制限

１０） 垣又はさくの構造の制限
１１） 建築物の敷地等の緑化率の最低限度

現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊
さないように制限することができます。

◆ 地区計画の種類

緑 地

広
場

道路
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②建築物等の制限

③その他、土地利用の制限
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